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第１４２号議案説明資料 

令和７年１２月９日 

件   名 足立区創業支援施設条例の一部を改正する条例 

所管部課名 産業経済部 企業経営支援課 

内   容 

１ 目的 

（１）平成１５年４月の創業支援施設条例制定当初から、応募要件（創業年数）

を「創業３年未満」とし、入居期間を「最長３年間」として運用していた

が、国の法令上の定義や創業支援を取り巻く状況の変化を踏まえ、応募要

件（創業年数）及び入居期間に関する規定を見直す。 

（２）不適切な事業承継や不当な使用権取得を防止するため、入居資格の承継

基準を変更するとともに、使用料の滞納や施設の不正利用等が生じた場合

に、現行では適切に退去を求めることができないといった課題があるため、

明渡し請求を可能とする規定を整備する。 

※ 以上の内容について、以下「２ 改正内容」のとおり改正する。 

 

２ 改正内容（新旧対照表は別紙のとおり） 

改正項目 現行 改正後 改正理由 

①応募要件 

（創業年数）

の見直し 

（第５条） 

創業後３年未

満 

「創業から５年未

満」の者を入居対象

とする。 

国の法令で創業者

を「創業５年未満」

と定義しており、

国制度との整合を

図るため。 

②入居期間の

変更 

（第１１条） 

 

最長３年間 

（原則２年＋

更新１回） 

１ 原則２年、１

年ごとの延長を

最大３回まで可

能とする（最長

５年間）。 

２  入居 期間 を

「起業日」また

は「入居開始日」

のいずれか早い

日から起算し、

５年目に属する

月までを上限と

することで創業

５年未満を支援

対象とする。 

「３年では事業が

軌道に乗ったばか

りであり、支援を継

続してほしい」との

意見が多数寄せら

れたため。 

 

国制度の「創業５

年未満」と整合を

図り、成長・定着

期まで支援できる

ようにするため。 

 

 



３ 
 

改正項目 現行 改正後 改正理由 

③使用権の 

 承継 

→入居資格

の承継 

（第１９条） 

相続人又は 

入居者が指定

する者 

 

相続、合併等によ

り事務所を使用す

る権利（入居資格）

を承継する必要が

あると認められた

者とする。 

 

不適切な事業承継

や不当な使用権取

得を防止するた

め。 

 

④使用許可の 

取消し及び 

明渡し請求 

（第２１条） 

明渡しに関す

る規定なし 

 

明渡し請求につい

て明文化する。 

 

使用料の滞納や施

設の不正利用等が

生じた場合に適切

に退去を求められ

るよう、施設運営

上の課題に対応す

るため。 

 

３ 見直しの経緯について 

時期 概要 

本条例制定当初 

（平成１５年） 

・応募要件「創業３年未満」、入居期間「最

長３年間」と規定。 

・入居期間を最長で３年間とすることで、回

転率を高めて、多くの創業者の支援を可能

とした。 

・他自治体の創業支援施設の入居期間も最長

２～３年が主流であった。 

産業競争力強化法 

施行（平成２７年） 

中小企業等経営強化法

施行（平成２８年） 

・法では支援対象の創業者を「創業５年未満」

と定義。 

・創業直後（１～３年）に加え、成長・定着

期（４～５年）を含めて継続的支援が必要

との認識が広まってきた。 

現在 

 

・コロナ禍以降、自宅等で創業するケースが

増え、施設への応募が減少傾向にある。 

・入居者から「３年は、事業が軌道に乗り始

めたばかりの不安定な段階である」とし

て、支援期間延長を希望する意見が多数寄

せられている。 

・不適切な事業承継や不当な使用権取得、使

用料滞納等に適切に対応できないことが

判明した。 

 

４ 施行年月日 

令和８年４月１日 

なお、改正後の規定は現在の入居者にも適用する。 



４ 
 

５ 施設の概要 

（１）名称 

   足立区千住一丁目創業支援館「かがやき」 

（２）所在地 

足立区千住一丁目４番１号 東京芸術センター１１階 

（３）部屋数 

貸事務所１０室、交流室１室 

（４）開設年月日 

平成１８年４月１日 

 

６ 今後の方針等 

条例の改正内容を入居者及び入居希望者に説明するとともに、施行日まで 

に関連する規則等の整備を進めていく。 

また、対象が創業から３年未満である創業プランコンテストについても、 

５年未満へ拡大する。 
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足立区創業支援施設条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正前 改正後 

○足立区創業支援施設条例 ○足立区創業支援施設条例 

平成15年３月20日条例第５号 平成15年３月20日条例第５号

改正 改正 

平成17年３月25日条例第11号 平成17年３月25日条例第11号 

平成17年12月19日条例第77号 平成17年12月19日条例第77号 

平成30年12月25日条例第67号 平成30年12月25日条例第67号 

令和元年７月４日条例第７号 令和元年７月４日条例第７号 

 令和７年12月 日条例第 号 

足立区創業支援施設条例を公布する。 足立区創業支援施設条例を公布する。 

足立区創業支援施設条例 足立区創業支援施設条例 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、足立区経済活性化基本条例（平成17年足立区条例第11

号）第４条第５号の規定に基づき、足立区創業支援施設（以下「創業支援

施設」という。）を設置することにより、創業者及びその事業活動を支援

し、もって区内産業の振興に寄与することを目的とする。 

第１条 この条例は、足立区経済活性化基本条例（平成17年足立区条例第11

号）第４条第５号の規定に基づき、足立区創業支援施設（以下「創業支援

施設」という。）を設置することにより、創業者及びその事業活動を支援

し、もって区内産業の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において「創業者」とは、足立区の区域内（以下「区内」

という。）で創業する法人又は個人（所在地又は住所が区内にないものを

含む。）をいう。 

第２条 この条例において「創業者」とは、足立区の区域内（以下「区内」

という。）で創業する法人又は個人（所在地又は住所が区内にないものを

含む。）をいう。 

（新設） ２ この条例において「入居者」とは、第10条により、区長から事務所の使

用を許可された入居予定者（現に事務所に入居している者を含む。）をい

う。 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第３条 創業支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 第３条 創業支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 足立区千住一丁目創業支援館 名称 足立区千住一丁目創業支援館 

位置 東京都足立区千住一丁目４番１号 位置 東京都足立区千住一丁目４番１号 

（施設） （施設） 
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改正前 改正後 

第４条 足立区千住一丁目創業支援館（以下「千住一丁目創業支援館」とい

う。）には、次に掲げる施設を設ける。 

第４条 足立区千住一丁目創業支援館（以下「千住一丁目創業支援館」とい

う。）には、次に掲げる施設を設ける。 

(１) 事務所 (１) 事務所 

(２) 商談・交流室 (２) 商談・交流室 

（入居資格要件等） （入居者の公募等） 

第５条 事務所の入居者の募集方法は、公募による。 第５条 事務所の入居者の募集方法は、公募による。 

２ 前項の公募の対象となる者は、次の各号のいずれの要件にも該当する創

業者とする。 

２ 前項の公募の対象となる者は、次の各号のいずれの要件にも該当する創

業者とする。 

(１) 区内産業の活性化に寄与する事業（以下「事業」という。）を行う

こと。 

(１) 区内産業の活性化に寄与する事業（以下「事業」という。）を行う

こと。 

(２)                                

     事業を始める予定があり、 又は              

                            創業後３  

年未満であること。 

(２) 個人事業の開業、会社役員への就任その他の経営の経験が３年未満

であり、事業を始める予定があること又は現在経営している事業の創業

前の経営の経験が３年未満であり、現在経営している事業が創業から５

年未満であること。 

(３) 事務所の使用期間終了後も区内において引き続き事業を行う意思を

有すること。 

(３) 事務所の使用期間終了後も区内において引き続き事業を行う意思を

有すること。 

(４) 個人にあっては特別区民税、法人にあっては法人都民税を滞納して

いないこと。 

(４) 個人にあっては特別区民税、法人にあっては法人都民税を滞納して

いないこと。 

(５) その他規則で定める要件 (５) その他規則で定める要件 

３ 区長は、公募を行うときは、前項に規定する募集対象その他必要な事項

を記載した募集要項を作成する。 

３ 区長は、公募を行うときは、前項に規定する募集対象その他必要な事項

を記載した募集要項を作成する。 

４ 入居を希望する創業者は、前項の募集要項に従い、区長に入居の申込み

をしなければならない。 

４ 入居を希望する創業者は、前項の募集要項に従い、区長に入居の申込み

をしなければならない。 

（入居者の選考） （入居者の選考） 

第６条 区長は、前条第４項の規定により申込みをした者のうちから選考に

より入居予定者を決定する。 

第６条 区長は、前条第４項の規定により申込みをした者のうちから選考に

より入居予定者を決定する。 

２ 前項の選考は、規則で定める方法により行う。 ２ 前項の選考は、規則で定める方法により行う。 

３ 区長は、入居の可否を決定をしたときは、その旨を速やかに入居申込者

に通知しなければならない。 

３ 区長は、入居の可否を決定 したときは、その旨を速やかに入居申込者

に通知しなければならない。 
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改正前 改正後 

（創業支援施設入居者選考委員会） （創業支援施設入居者選考委員会） 

第７条 前条第１項の入居予定者の選考等を適正に行うため、区長の附属機

関として、足立区創業支援施設入居者選考委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

第７条 前条第１項の入居予定者の選考等を適正に行うため、区長の附属機

関として、足立区創業支援施設入居者選考委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

２ 委員会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。 ２ 委員会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。 

(１) 入居予定者の選考に関すること。 (１) 入居予定者の選考に関すること。 

(２) その他区長が必要と認めること。 (２) その他区長が必要と認めること。 

３ 委員会は、区長が委嘱又は任命する委員５人以内をもって組織する。 ３ 委員会は、区長が委嘱又は任命する委員５人以内をもって組織する。 

４ 委員の任期は、区長が委嘱又は任命した日から審査が終了する日までと

する。 

４ 委員の任期は、区長が委嘱又は任命した日から審査が終了する日までと

する。 

５ 委員会の会議は、非公開とする。 ５ 委員会の会議は、非公開とする。 

６ 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、委員以外の者を出席

させて意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

６ 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、委員以外の者を出席

させて意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項

は、規則で定める。 

７ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項

は、規則で定める。 

（補欠者） （補欠者） 

第８条 区長は、入居予定者を決定するときに、必要と認める数の補欠者及

びその順位を定めることができる。 

第８条 区長は、入居予定者を決定するときに、必要と認める数の補欠者及

びその順位を定めることができる。 

２ 区長は、入居予定者として決定された者が入居手続をしないとき又は空

き事務所が生じたときは、第１項の補欠者のうちから入居予定者を決定す

ることができる。 

２ 区長は、入居予定者として決定された者が入居手続をしないとき又は空

き事務所が生じたときは、第１項の補欠者のうちから入居予定者を決定す

ることができる。 

３ 前項の規定により入居予定者を決定できないときは、第５条の規定によ

り入居者を公募する。 

３ 前項の規定により入居予定者を決定できないときは、第５条の規定によ

り入居者を公募する。 

４ 補欠者に関し必要な事項は、規則で定める。 ４ 補欠者に関し必要な事項は、規則で定める。 

（入居手続） （入居手続） 

第９条 入居予定者は、区長が指定する日までに、第12条に規定する保証金

を納付しなければならない。 

第９条 入居予定者は、区長が指定する日までに、第12条に規定する保証金

を納付しなければならない。 

２ 区長は、入居予定者が正当な理由がなく保証金を納付しないときは、入

居予定者の決定を取り消すものとする。 

２ 区長は、入居予定者が正当な理由がなく保証金を納付しないときは、入

居予定者の決定を取り消すものとする。 
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改正前 改正後 

（使用許可） （使用許可） 

第10条 区長は、前条第１項に規定する手続を完了した入居予定者に対し事

務所の使用を許可し、その旨を通知するものとする。 

第10条 区長は、前条第１項に規定する手続を完了した入居予定者に対し事

務所の使用を許可し、その旨を通知するものとする。 

（使用期間） （使用期間） 

第11条 事務所を使用できる期間は、２年以内とする。ただし、区長が特に

必要と認める場合は、１年に限り                   

                                   

                                       

    延長することができる。 

第11条 事務所を使用できる期間は、２年以内とする。ただし、区長が特に

必要と認める場合は、個人事業の開業届出書提出日若しくは法人設立届出

書提出日のいずれか早い日又は入居開始日のいずれか早い日を起算日と

し、その日から５年を超えない日の属する月まで、１年を超えない限度で

３回まで延長することができる。 

（保証金） （保証金） 

第12条 保証金の額は、別表第１のとおりとする。 第12条 保証金の額は、別表第１のとおりとする。 

２ 保証金は、入居者が事務所を返還する際に、これを還付する。ただし、

未納の使用料、共益費又は原状回復に要する費用等入居者の負担すべき費

用がある場合は、保証金のうちからこれを控除する。 

２ 保証金は、入居者が事務所を返還する際に、これを還付する。ただし、

未納の使用料、共益費又は原状回復に要する費用等入居者の負担すべき費

用がある場合は、保証金のうちからこれを控除する。 

３ 保証金の額が前項に規定する控除すべき額に満たない場合は、入居者は、

直ちにその不足額を納付しなければならない。 

３ 保証金の額が前項に規定する控除すべき額に満たない場合は、入居者は、

直ちにその不足額を納付しなければならない。 

４ 保証金には、利子を付さない。 ４ 保証金には、利子を付さない。 

（使用料） （使用料） 

第13条 事務所の使用料は、別表第２のとおりとする。ただし、月の途中か

ら使用する場合は、規則に定める日割計算によるものとする。 

第13条 事務所の使用料は、別表第２のとおりとする。ただし、月の途中か

ら使用する場合は、規則に定める日割計算によるものとする。 

２ 使用料は、使用許可の日以後で区長が定めた日からこれを徴収する。 ２ 使用料は、使用許可の日以後で区長が定めた日からこれを徴収する。 

３ 使用料は、毎月、その月分を区長が指定する日までに納付しなければな

らない。 

３ 使用料は、毎月、その月分を区長が指定する日までに納付しなければな

らない。 

４ 事務所以外の施設の使用料は、無料                 

               とする。 

４ 事務所以外の施設の使用料は、第14条に定める共益費及び第15条に定め

る費用以外は徴収しないものとする。 

（共益費） （共益費） 

第14条 区長は、入居者の共通の利益を図るため、共益費を入居者から徴収

する。 

第14条 区長は、入居者の共通の利益を図るため、共益費を入居者から徴収

する。 

２ 共益費は、別表第３のとおりとする。 ２ 共益費は、別表第３のとおりとする。 
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改正前 改正後 

３ 前条第１項ただし書、第２項及び第３項の規定は、共益費の徴収に準用

する。 

３ 前条第１項ただし書、第２項及び第３項の規定は、共益費の徴収に準用

する。 

（入居者の費用負担） （入居者の費用負担） 

第15条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。 第15条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。 

(１) 電気使用料 (１) 電気使用料 

(２) 入居者の責に帰すべき事由によって生じた施設の修繕等に要する費

用 

(２) 入居者の責に帰すべき事由によって生じた施設の修繕等に要する費

用 

(３) 前２号のほか、区長が指定する費用 (３) 前２号のほか、区長が指定する費用 

（転貸等の禁止） （転貸等の禁止） 

第16条 入居者は、事務所を    転貸し、又はその使用の権利を譲渡し

てはならない。 

第16条 入居者は、事務所を第三者に転貸し、又はその使用の権利を譲渡し

てはならない。 

（新設） ２ 入居者は、自ら雇い入れる従業員等、自身以外の者と事務所を使用する

場合には、あらかじめその旨を区長に届け出なければならない。 

２ 入居者は、事務所を事務所以外の目的に使用してはならない。 ３ 入居者は、事務所を事務所以外の目的に使用してはならない。 

３ 入居者は、事務所を長期にわたり使用しない場合は、区長に届け出なけ

ればならない。 

４ 入居者は、事務所を長期にわたり使用しない場合は、区長に届け出なけ

ればならない。 

（使用者の管理義務等） （使用者の管理義務等） 

第17条 施設の使用者は、善良な管理者としての注意を払い、施設を正常な

状態において使用し、及び近隣住民の生活を乱さないようにしなければな

らない。 

第17条 施設の使用者は、善良な管理者としての注意を払い、施設を正常な

状態において使用し、及び近隣住民の生活を乱さないようにしなければな

らない。 

２ 施設の使用者は、施設に模様替えその他の工作を加える行為をしてはな

らない。ただし、区長が特に許可した場合は、この限りでない。 

２ 施設の使用者は、施設に模様替えその他の工作を加える行為をしてはな

らない。ただし、区長が特に許可した場合は、この限りでない。 

３ 施設の使用者は、その責に帰すべき事由により創業支援施設を滅失し、

又はき損した場合は、これを原状に回復し、区長が相当と認める損害額を

賠償しなければならない。 

３ 施設の使用者は、その責に帰すべき事由により創業支援施設を滅失し、

又はき損した場合は、これを原状に回復し、区長が相当と認める損害額を

賠償しなければならない。 

４ 区長は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設の使用者に対し

て指示をすることができる。 

４ 区長は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設の使用者に対し

て指示をすることができる。 

（営業実績の報告） （営業実績の報告） 

第18条 入居者は、営業実績に関する報告書を規則で定めるところにより区第18条 入居者は、営業実績に関する報告書を規則で定めるところにより区
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改正前 改正後 

長に提出しなければならない。 長に提出しなければならない。 

（使用権 の承継） （入居資格の承継） 

第19条 区長は、第16条第１項の規定にかかわらず入居者の死亡、身体の故

障その他の事由により事業を継続することが困難となった場合、相続人又

は入居者が指定する者に使用の権利の承継を      許可することが

できる。 

第19条 区長は、第16条第１項の規定にかかわらず、規則で定める許可基準

に基づき、相続、合併、代表者変更その他の規則で定める理由の発生によ

り入居資格を承継する必要があると認めるときは、これを許可することが

できる。 

（事務所の返還） （事務所の返還） 

第20条 入居者は、事務所を返還しようとする場合は、区長に届け出て、検

査を受けなければならない。 

第20条 入居者は、事務所を返還しようとする場合は、区長に届け出て、検

査を受けなければならない。 

（使用許可の取消し       ） （使用許可の取消し及び明渡し請求） 

第21条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入居者に対する使

用許可を取り消すものとする。 

第21条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入居者に対する使

用許可を取り消し、明渡しを請求することができる。 

(１) 偽りその他不正の行為により使用許可を受けたことが判明したと

き。 

(１) 偽りその他不正の行為により使用許可を受けたことが判明したと

き。 

(２) 使用料及び共益費を正当な理由がなく２月以上滞納したとき。 (２) 使用料及び共益費を正当な理由がなく２月以上滞納したとき。 

(３) 正当な理由がなく１月以上事務所を使用しないとき。 (３) 正当な理由がなく１月以上事務所を使用しないとき。 

(４) 施設を故意に           き損したとき        

       。 

(４) 施設を故意若しくは重大な過失により毀損したとき、又はそのおそ

れがあるとき。 

(５) 営業実績が著しく悪化していると認められるとき。 (５) 営業実績が著しく悪化していると認められるとき。 

(６) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは区長の指示に違反した

とき。 

(６) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは区長の指示に違反した

とき。 

（新設） （７）前各号に掲げるもののほか、区長が施設等の管理上必要があると認め

るとき。 

（新設） ２ 前項の規定による明渡しの請求を受けた入居者は、区長が指定した日ま

でに入居者の負担で事務所を現状に回復した上で明け渡さなければならな

い。この場合において、入居者は、区長に対して損害賠償その他の請求を

することができない。 

（商談・交流室） （商談・交流室） 

第22条 区長は、入居者を支援するため、商談・交流室を入居者に使用させ第22条 区長は、入居者を支援するため、商談・交流室を入居者に使用させ
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改正前 改正後 

ることができる。 ることができる。 

（創業指導員の設置） （創業指導員の設置） 

第23条 区長は、入居者の相談に応じ、必要な指導を行うため、創業支援施

設に創業指導員を置くことができる。 

第23条 区長は、入居者の相談に応じ、必要な指導を行うため、創業支援施

設に創業指導員を置くことができる。 

（管理細則） （管理細則） 

第24条 区長は、施設の管理細則を作成するものとする。 第24条 区長は、施設の管理細則を作成するものとする。 

２ 施設の使用者は、前項の管理細則を遵守しなければならない。 ２ 施設の使用者は、前項の管理細則を遵守しなければならない。 

（委任） （委任） 

第25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 第25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

付 則 付 則 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、平成15年４月１日から施行する。 １ この条例は、平成15年４月１日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

２ この条例の施行前になされた入居者の決定に関する手続その他の行為

は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

２ この条例の施行前になされた入居者の決定に関する手続その他の行為

は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

付 則（平成17年３月25日条例第11号抄） 付 則（平成17年３月25日条例第11号抄） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、平成17年４月１日から施行する。 １ この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

付 則（平成17年12月19日条例第77号） 付 則（平成17年12月19日条例第77号） 

この条例は、平成18年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし、この条例の施行日以後の千住一丁目創業支援館の事務所の使用に係

る使用の許可その他の使用に関する手続については、施行日前に行うことが

できる。 

この条例は、平成18年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし、この条例の施行日以後の千住一丁目創業支援館の事務所の使用に係

る使用の許可その他の使用に関する手続については、施行日前に行うことが

できる。 

付 則（平成30年12月25日条例第67号） 付 則（平成30年12月25日条例第67号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、平成31年４月１日から施行する。 １ この条例は、平成31年４月１日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

２ この条例の施行前にこの条例による改正前の足立区創業支援施設条例

（以下「旧条例」という。）第３条の足立区千住仲町創業支援館の入居者

２ この条例の施行前にこの条例による改正前の足立区創業支援施設条例

（以下「旧条例」という。）第３条の足立区千住仲町創業支援館の入居者
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改正前 改正後 

であった者に係る旧条例第11条の保証金、旧条例第12条の使用料、旧条例

第13条の共益費、旧条例第14条の費用の負担及び旧条例第16条第３項に規

定する義務については、なお従前の例による。 

であった者に係る旧条例第11条の保証金、旧条例第12条の使用料、旧条例

第13条の共益費、旧条例第14条の費用の負担及び旧条例第16条第３項に規

定する義務については、なお従前の例による。 

付 則（令和元年７月４日条例第７号） 付 則（令和元年７月４日条例第７号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 １ この条例は、公布の日から施行する。 

（足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改

正） 

（足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改

正） 

２ 足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例（昭和39年

足立区条例第17号）の一部を次のように改正する。 

２ 足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例（昭和39年

足立区条例第17号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） （次のよう略） 

 付 則（令和７年12月  日条例第  号） 

  この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

  

別表第１ 省略 別表第１ 現行のとおり 

別表第２ 省略 別表第２ 現行のとおり 

別表第３ 省略 別表第３ 現行のとおり 

  

 


